
 

暴風警報等発令時の 

事業中止について 
 

 

暴風警報・暴風雪警報・特別警報 

午前 7 時までに 

解除されない場合 
午前（～正午まで）の事業・自由利用を中止・閉館 

午前 11 時までに 

解除されない場合 

午後（正午～午後 5 時まで）の事業・自由利用を 

中止・閉館 

 

 ※事業とは： 講座、オープン講座、イベント、同好会、入浴事業、認知症予防事業等 

 ※自由利用とは： 卓球、囲碁、将棋、オセロ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

高岳福祉会館 
 


